
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 復興ビジョン編 
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 １  復興ビジョン編の概要 

 

（１）復興ビジョン編とは 

復興ビジョン編とは、円滑な復興まちづくりを実現するため、本市を取り巻く状況を踏ま

え、発災後の復興まちづくりの⽬標や基本⽅針等について⽰したものです。 

 

（２）復興ビジョン編の構成 

復興ビジョン編では以下の内容について⽰します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興まちづくりの目標及び基本方針 

復興まちづくりの課題に応じた⽬標と併せて基本⽅針を
⽰します。 

復興ビジョン編の概要 

復興ビジョン編の考え⽅と構成について⽰します。 

富士市の現状等 

本市を取り巻く状況、過去の震災による教訓等について⽰
します。 

復興まちづくりの基本理念 

復興まちづくりにおいて、関係者が共通認識として持つべ
き根本的な考え⽅を⽰します。

復興まちづくりの課題 

本市の現状等を踏まえて、復興まちづくりを進める上での
課題を⽰します。 
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 ２  富士市の現状等 

本市を取り巻く社会経済情勢を踏まえつつ、旧耐震基準建築物（昭和 56 年以前の建築物）

の⽴地状況や都市基盤の整備状況、「第４次地震被害想定」における被害状況等を整理し、復

興まちづくりに対する問題点等を抽出します。 

 

（１）本市を取り巻く社会経済情勢 

■人口 

本市は平成 22 年をピークに⼈⼝減少に転じているとともに、⾼齢化も進⾏しており、地

区別の⼈⼝構成を⾒ると、⾼齢化率が 20％を超えている地区が多く⾒られます。今後、こ

の傾向はさらに⾼まり、本格的な⼈⼝減少・超⾼齢社会の到来が予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■産業 

本市の産業構造を⾒ると、平成 21 年に製造品出荷額が⼤幅に減少し、商品販売額も減少

傾向にあるなど、産業活⼒の低下が⾒られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,377 
12,730 

12,573 
13,152 

13,020 13,768 
14,488 

15,801 

13,513 
13,991 

13,564 
13,025 

12,791 13,671 

1,136 
1,073 1,099 1,024 1,045 1,003 

1,005 
1,052 957 931 

901 
872 860 831 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

0

500

1,000

1,500

2,000

製造品出荷額等（億円） 事業所数（箇所）

（箇所） （億円）

865,608 

741,778 714,883 
650,049 678,341 

3,707 3,808 3,586 3,302 3,041 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H9 H11 H14 H16 H19

商品販売額（百万円） 商店数（箇所）

（箇所） （百万円）

239,796 
246,985 

251,559 253,297 254,027 251,137 
246,087 

239,068 
230,741 

221,564 

70,750 
76,778 

82,814 
86,903 

90,980 
94,900 97,600 99,500 100,800 

101,600 

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47

総人口 総世帯数

（人） （世帯）実績 推計

【工業出荷額等の推移】
865,608 

741,778 714,883 
650,049 678,341 

3,707 3,808 3,586 3,302 3,041 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H9 H11 H14 H16 H19

商品販売額（百万円） 商店数（箇所）

（箇所） （百万円）【商品販売額の推移】 

資料：国勢調査 資料：国勢調査 

資料：⼯業統計調査 資料：商業統計調査 
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■財政 

本市の財政事情は厳しさを増しており、増加

する社会保障費等の義務的経費に対して、公共

事業費等の投資的経費は概ね横ばいに推移して

いますが、⾼齢化の進⾏等に伴い、公共事業に

充てられる財源は今後限られてくることが予想

されます。 

 

（２）市街地の現状 

■市街地形態 

市街地形態の現状は以下のとおりです。 

・「富⼠駅周辺」及び「吉原中央駅周辺」

において商業を中⼼とした複合市街

地を形成している。 

・「⽥⼦の浦港周辺」及び東部地域にお

いて⼯業系市街地を形成している。 

・⼯業系の⽤途地域が点在しており、住

居系の⽤途地域との隣接も多く⾒ら

れる。 

 

 

■教育・医療・福祉施設の分布状況 

各施設の分布状況は以下のとおりです。 

・各施設は「国道１号線」以北に多く⽴

地している。 

・特に医療施設は、「県道鷹岡富⼠停⾞

場線」沿いや「吉原中央駅周辺」に

多く⽴地している。 

 

 

 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

義務的経費 投資的経費 歳出合計

（各経費：百万円） （歳出合計：百万円）実績 推計

資料：国⼟数値情報（国⼟交通省） 

資料：岳南広域都市計画図 

富士駅周辺 

吉原中央駅周辺 

田子の浦港周辺 

吉原中央駅周辺 

凡例 
生活サービス施設 
  ：教育施設 
  ：医療施設 
  ：福祉施設 

県道鷹岡富士

停車場線 

国道１号線 
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■都市計画道路、面的開発整備状況 

都市計画道路、⾯的開発の整備状況は以

下のとおりです。 

・都市計画道路は、未整備の区間が多く

存在している。 

・⼟地区画整理事業は、中⼼部で多く施

⾏されており、郊外部の「広⾒地区」

や「富⼠⾒台地区」では、公営住宅の

建設をはじめとした⼤規模な宅地開

発が実施されている。 

 

 

■液状化、津波浸水被害の想定 

液状化及び津波の浸⽔想定は以下のと

おりです。 

・液状化は、東部地域の農地や住宅地に

おいて危険度が⾼くなっており、特

に「根⽅街道沿道」では、住宅地に

おいて危険度が⾼くなっている。 

・津波の浸⽔は、「⽥⼦の浦港周辺」に

おいて想定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 
  ：都市計画道路 

（未整備） 
  ：主要な開発等 

資料：都市計画基礎調査 

資料：静岡県第４次地震被害想定 

 液状化による被害例  

液状化とは、地表付近の⽔を含む砂質の地盤が、地震
の揺れによって、⼀時的に液体のようになってしまう現
象です。 

液状化が発⽣すると、泥⽔等が噴出するほか、道路や
建築物が傾いて破損したり、⽐重の軽い下⽔道管やマン
ホールが浮き上がるなどの被害が発⽣し、⽇常⽣活に⼤
きな影響を及ぼします。 

根方街道沿道 

田子の浦港周辺 

凡例 
  ：液状化危険度 

 中 または 大 
  ：津波浸水想定区域 

富士中部地区 

富士駅北地区 

新富士駅南地区 

広見地区 
富士見台地区 
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■旧耐震基準建築物と狭小な道路の状況 

●旧耐震基準建築物 

旧耐震基準建築物の状況は以下のとお

りです。 

・地震の揺れによる倒壊の危険性が⾼い

旧耐震基準建築物は、市内全域に存在

している。 

・特に「吉原中央駅周辺」や「根⽅街道

沿道」、「富⼠川駅周辺」において多く

存在している。 

 

●狭小な道路（市道） 

幅員 4m 未満の狭⼩な道路（市道）の

状況は以下のとおりです。 

・建物倒壊等により道路閉塞が危惧され

る狭⼩な道路は、市内全域に存在して

いる。 

・特に沿岸部や東部地域において多く存

在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：富⼠市道路台帳 

狭⼩な道路
なし 少 中 多

旧
耐
震
建
物
数

なし － － － －
少 － A B C
中 － B C D
多 － C D E

旧耐震基準建築物と狭⼩な道路の状況を重ね合わせ、 
⾯的な被害が発⽣する可能性を右下の表のとおりランク付けすると 

『Ｅ』の区分になるにつれ

て、⾯的に被害が発⽣する

可能性が⾼まると想定さ

れます。 

吉原中央駅周辺 

富士川駅周辺 

凡例 
道路幅員 

  ：4m 未満 
  ：4m 以上 

資料：固定資産税課税データ 

根方街道沿道 

凡例 
旧耐震基準建築物 
  ：少 
  ：中 
  ：多 

凡例 
旧耐震基準建築物 
 ×狭小な道路 



 

12 

■本市の被害特性のまとめ 

「液状化及び津波浸⽔被害の想定」と「旧耐震建築物と狭⼩な道路の状況の重ね合わせ」

について、重ね合わせたものが下図です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の被害の特性としては、以下のことが想定されます。 

・「⽥⼦の浦港周辺」における津波浸⽔被害 

・「根⽅街道沿道」をはじめとする東部地域における液状化被害 

・「吉原中央駅周辺」や「根⽅街道沿道」、「富⼠川駅周辺」における建物倒壊や狭⼩な道路

の閉塞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根方街道沿道 

吉原中央駅周辺 

富士川駅周辺 

田子の浦港周辺 

 過去の震災の被害例  

 

住宅被害（神⼾市） 道路の陥没（仙台市）

漁業施設（⽯巻市）
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（３）発災時における将来都市構造への影響 

■「都市計画マスタープラン」における将来都市構造 

「都市計画マスタープラン」では、概ね 20 年後の都市の姿として「将来のまちの⾻格図」

を掲げており、将来の都市の機能配置や機能の連携の考え⽅を⽰しています。 

将来のまちの骨格図（都市計画マスタープラン） 

 

○拠点の考え方 

都市⽣活・交流拠点 ···· あらゆる⼈が集まり、本市の賑わいの中⼼地となる拠点 

地域⽣活拠点 ············· ⽇常⽣活に必要な機能や公共交通の乗り換え機能を集約する拠点 

産業拠点 ··················· 本市の産業活動の中⼼地であり、雇⽤を創出する拠点 

ふれあい・交流拠点 ···· ⼈と⾃然、⼈と⼈とのふれあいや交流を深める拠点 

⇒軸の考え方 

広域都市連携・交流軸 ···· 広域の都市間を連携し、交流を促進する道路・交通体系 

都市連携・交流軸 ·········· 隣接都市との連携・交流を促進する道路・交通体系 

地域連携・交流基幹軸……まちなかと地域との連携・交流を促進する基幹的な道路・交通体系

「まちなか」にぎわい・交流軸 ·· まちなかの連続性のある賑わいを創出し、⽀える道路・交通体系 

うるおい環境軸 ············· ⾻格的な⽔・緑が連続する空間
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■発災時における将来都市構造への影響 

●拠点と被害特性の重ね合わせ 

「拠点」は、都市の集約化を図っていく上で、都市活動を⽀える都市機能が集まる場所

のため、「拠点」が被災した場合には、都市活動に⼤きな影響を及ぼす恐れがあります。 

⼤きな被害が想定されている「拠点」は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「吉原中央駅・吉原本町駅周辺都市⽣活・交流拠点」で、建物倒壊による⾯的な被害が

想定される。 

・「広⾒地域⽣活拠点」で、建物倒壊による⾯的な被害が想定される。 

・「⽥⼦の浦港産業拠点」で、津波による⾯的な被害が想定される。 

●軸と都市計画道路未整備区間の重ね合わせ 

円滑な復興まちづくりを推進するためには、物資や⼈を輸送する交通機能が重要となる

ため、「拠点」間を結ぶ「軸」のうち、都市計画道路が整備されていない地域では、復興

まちづくりの推進に影響を及ぼす恐れがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「軸」における都市計画道路未

整備区間は、以下のとおりで

す。 

・「地域連携・交流基幹軸」で

は、東部地域の東⻄道路、北

部地域の南北道路で、都市計

画道路未整備区間が存在す

る。 

広見地域生活拠点 

田子の浦港 

産業拠点 

吉原中央駅・吉原本町駅周辺 
都市生活・交流拠点 

凡例（都市計画マスタープランの位置付け等）
：都市計画道路（未整備区間）
：地域連携・交流基幹軸 
：「まちなか」にぎわい・交流軸

凡例（都市計画マスタープランの位置付け） 
：都市生活・交流拠点 
：地域生活拠点 
：産業拠点
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（４）市民の意識等 

「都市計画マスタープラン」の市⺠意向調査結果や世論調査、平成 25 年度に開催した「震

災復興シンポジウム」参加者の意⾒・感想によると、まちづくりや事前復興に対する市⺠の

意識は以下のとおりです。 

 

■都市計画マスタープラン策定に係る市民意向調査 
対 象 者 市内在住の 15 歳以上の市⺠ 3,000 ⼈（無作為抽出） 
調査時期 平成 23 年 12 ⽉ 5 ⽇〜19 ⽇   回答者数 1,356 ⼈（回答率 45.6％） 

●富士市の将来イメージ 

「⾃然災害や犯罪の少ない、安

全・安⼼なまち」が 63.6％と最も⾼

くなっており、市⺠が安全・安⼼な

まちづくりを最も望んでいることが

分かります。 

 

 

●今後の居住継続意向 

「できれば、今の場所に住み続け

たい」が 44.2％と最も多くなってお

り、「ぜひ、今の場所に住み続けたい」

の 26.4％を合わせると、7 割を超え

る⽅が今の場所での暮らしを望んで

いることが分かります。 

 

■平成 27 年度 第 44 回世論調査 
対 象 者 市内在住の 20 歳以上 80 歳未満の市⺠ 3,000 ⼈（無作為抽出） 
調査時期 平成 27 年 6 ⽉ 12 ⽇〜30 ⽇   回答者数 1,694 ⼈（回答率 56.5％） 

●町内会（自治会）への加入・活動状況 

⾃治会への加⼊状況は約 9 割で

あり、多くの市⺠が⾃治会へ加⼊し

ていますが、⼀⽅で、地域活動に積

極的に参加している市⺠は２割以下

にとどまっています。 

26.4% 44.2% 11.9%

8.0% 8.3%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ぜひ、今の場所に住み続けたい
できれば、今の場所に住み続けたい
市内の別の場所に転居したい
市外に転出したい
わからない
無回答・無効

17.3% 54.7% 17.9%
3.8% 3.6%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

加入して積極的に活動している
加入しているが、活動に参加するのは行事などのときだけ
加入しているが、活動にはほとんど参加していない
加入していない
わからない
無回答

自然を身近に感じることのできる、水・緑が豊かなまち

自然資源や歴史・文化的資源を生かした、観光のまち

ゆとりや落ち着きを感じて暮らすことのできる、住環境が優れたまち

自 然 災 害 や 犯 罪 の 少 な い 、 安 全 ・ 安 心 な ま ち

安定した雇用と活発な経済活動を生み出す、産業が発達したまち

歩きやすく交通機関の利便性も高い、移動しやすいまち

多くの買い物客やイベント等で賑わう、賑わいのあるまち

美しい自然風景や周辺の環境と調和した街並みなど、良好な景観のまち

人と人との交流が活発な、コミュニティが強いまち

その他 

無回答・無効 

35.8%

8.6%

40.7%

63.6%

46.3%

32.0%

14.8%

22.2%

15.5%

2.1%

1.3%

0% 50% 100%
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●地区まちづくり活動に期待すること 

「地震などの⾃然災害に備える防

災活動」が 56.1％と最も⾼くなって

おり、地域における防災活動の必要

性を強く感じていることが分かりま

す。 

 

 

 

 

■震災復興シンポジウム参加者の主な意見 

平成 25 年 11 ⽉に開催した「震災復

興シンポジウム」では、⾃主防災会を中

⼼とする約 500 名の⽅が参加し、明治

⼤学中林特任教授及び常葉⼤学池⽥教

授より、「事前復興」の必要性や取組事

例等についての講演及びパネルディス

カッションを実施しました。 

 

 

参加した⽅には、「事前復興」の取組

の重要性を認識いただいたとともに、今

後の取組に対するご意⾒等もいただき

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【シンポジウムでの主な意見等】 

・復興への合意を得るには、事前復興の取組が
必要。 

・町内をどう復興させるか、ビジョンづくりが
不可⽋だと感じた。 

・事前復興の話を聞いたが、各々の進め⽅や役
割等、不明な点が多い。 

・震災復興の⼤切さは分かるが、復興へのプロ
セスが分かりにくい。 

地 震 な ど の 自 然 災 害 に 備 え る 防 災 活 動

高 齢 者 ・ 障 害 者 ・ 児 童 な ど に 対 す る 福 祉 活 動

安 全 、 安 心 の ま ち づ く り に 向 け た 防 犯・ 交 通 安 全 活動

住 み よ い 住 環 境 づ く り の た め の 美 化 活 動

行 政 の 手 が 届 か な い 地 域 課 題 へ の 対 応

住民同士の絆づくりに向けたイベントなどの開催

行 政 と の 連 絡 調 整 の 窓 口

地 域 資 源 を 生 か し た ま ち お こ し 活 動

地 区 内 の 住 民 意 見 の 調 整 や 取 り ま と め

行 政 の 取 り 組 み へ の 施 策 提 言 、 予 算 提 案

その他 

56.1%

40.4%

36.6%

18.2%

16.6%

14.6%

13.1%

9.0%

8.9%

2.6%

0.5%

8.6%

5.1%

0% 50% 100%

特にない 

無回答 
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（５）震災の教訓 

ここでは、阪神・淡路⼤震災や新潟県中越地震、東⽇本⼤震災等からの復興の過程におい

て⽣じた様々な問題を「市街地の復興」、「住環境の復興」、「産業の復興」、「復興の体制等」

から整理します。 

 

■市街地の復興 

地籍調査未完了に伴う復興事業の遅れ 

地籍調査が未完了の地域では、地権者の把握や境界の

確定に時間を要し、復興事業の進捗に⼤きく影響しまし

た。 

多大な時間を要した高台・内陸への移転 

津波被害が甚⼤な地区では、⾼台・内陸移転を伴う復

興市街地の形成を図りましたが、移転先の⽤地の確保や

住⺠の合意形成に多⼤な時間を要しました。 

人手不足・資材の高騰に伴う工事入札の不調 

各被災⾃治体において復興事業の⼯事時期が重なり、

⼈⼿不⾜が問題化しました。また、建設資材の需要の⾼

まりに伴う資材価格⾼騰を受け、⼯事⼊札が不調となる

など、復興事業の円滑な実施に⼤きな影響を及ぼしまし

た。 

 

■住環境の復興 

仮設住宅入居に伴う地域コミュニティの崩壊 

仮設住宅の設置スペースが限られたことや借上げ型の

仮設住宅が増加したこと等に伴い、地域住⺠がバラバラ

となり、地域コミュニティの崩壊につながりました。 

地元住民との移転先用地の選定 

工事が遅れている復興事業用地 

狭い敷地に建設された仮設住宅 
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医療サービス等の低下に伴う持病の悪化 

医療・福祉施設が被災した地域では、サービスが⼗分

提供できなくなり、持病の悪化など、⾼齢者の健康維持

等が問題となりました。 

避難所の長期開設に伴う教育環境の悪化 

避難所の開設が⻑期化した学校や、運動場等に仮設住

宅を建設した学校では、児童・⽣徒の教育や運動の場

が確保できないなど、教育環境の悪化を招きました。 

 

 

 

 

■産業の復興 

農林漁業の生産縮小・廃止 

農林漁業については、⽣産者の⾼齢化や多額の再建資

⾦が必要なこと等により、多くの⽣産者が災害を機に⽣

産の縮⼩や廃業を余儀なくされました。 

生活用品を買うための店舗の不足 

商店街が被災した地域では、仮設商店街のための⽤地

や営業形態等への合意形成に時間を要し、市⺠の⽣活⽤

品を買うための店舗が不⾜しました。 

工場・事業所及び労働者の流出 

被災した⼯場や事業所は、⾏政の復興⽅針等が定まら

ないこと等を背景に⾃主再建が進まず、早期に操業を開

始するため、被災地外への移転やそれに伴う労働者の流

出が進みました。 

小学校の校庭に建設された仮設庁舎 

津波により被災した病院施設 

津波により被災した漁港施設 

地震により被災した商店街 
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■復興の体制等 

行政・住民双方の混乱 

発災直後は、被災状況等の情報収集や住⺠ニーズの把

握、住⺠への情報発信等で、適切な情報伝達が⾏われず、

⾏政・住⺠の双⽅に混乱が発⽣しました。 

行政主導による「復興計画」の策定 

⾏政主導により「復興計画」を策定したため、住⺠の意向を反映しきれず、「復興計画」

に対する住⺠の不平不満が多数発⽣しました。 

行政内及び行政間の連携不足 

⾏政内の調整不⾜や、国や県と市町等との連携不⾜により、復興事業の進捗に⽀障をき

たし、⾏政に対する住⺠等の不信感につながりました。 

 

住民説明会の様子 
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 ３  復興まちづくりの課題 

市街地の現状や被害想定、発災時における都市構造への影響、震災の教訓、市⺠の意識等を

踏まえ、復興まちづくりを進める上での課題を震災の教訓と同様に「市街地の復興」、「住環境

の復興」、「産業の復興」、「復興の体制等」から整理します。 

 

■市街地の復興に係る課題 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住環境の復興に係る課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災状況等を踏まえた持続可能な市街地の形成 

地震の揺れや液状化及び津波による被害の⼤きさ、「都市計画マスタープラン」にお

ける⼟地利⽤の⽅針等は地域によって異なるため、地域特性や被災状況を踏まえるとと

もに、更には今後の社会経済情勢や⾏政運営等を考慮し、将来にわたり持続可能な市街

地を形成する必要があります。 

安心して暮らせる住環境整備 

被災後、⼀刻も早く安定した⽣活を送れるよう、まずは仮設住宅の整備や損壊した住

宅の再建・修繕を進めるとともに医療や福祉、教育等の市⺠の暮らしを⽀える各種機能

を回復し、良好な住環境を整える必要があります。また、被災者が安⼼して暮らせるよ

う、避難所から仮設住宅、更には復興公営住宅等へと移る際のどの過程においても、既

存の地域コミュニティが維持できるよう配慮する必要があります。 
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■産業の復興に係る課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■復興の体制等に係る課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市が復興するためには 

まちや道路が整備（市街地の復興）され、 

安⼼して暮らせる住まい（住環境の復興） 

があり、働く場所が確保（産業の復興） 

されなければ、被災者の⽣活再建はありえ 

ません。市⺠・事業者・⾏政が協働し、市 

街地の復興、住環境の復興、産業の復興を 

連携して推進することが必要です。 

 

 

 
 

産業活動の停滞からの早期回復 

施設や設備の損壊や従業員の被災により、産業活動が⼀時停滞することが想定され

ます。その後、迅速な復興ができない場合、廃業や市外への転出等につながってしま

うことが懸念されるため、事業者と連携し、産業活動を早期に回復させる必要があり

ます。 

市民・事業者・行政の協働による復興 

これまでの震災の教訓を踏まえると、復興まちづくりを円滑に進めるためには、市

⺠・事業者等との相互協⼒や⾏政間での連携が不可⽋であるため、本市においても、

市⺠・事業者・⾏政の協働による復興を進めるとともに、⾏政内及び⾏政間の連携を

強化する必要があります。 

市街地の復興 

産業の復興 住環境の復興 

富士市の復興 

市民・事業者・行政による協働 
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 ４  復興まちづくりの基本理念 

復興まちづくりの基本理念とは、復興まちづくりにおいて、関係者が共通認識として持つべ

き根本的な考え⽅のことです。基本理念の設定に当たっては、以下の3つの視点に配慮しつつ、

上位計画である「都市計画マスタープラン」の基本理念を尊重します。 

 

視点１ 持続可能なまちづくり 

復興まちづくりにおいても、⼈⼝減少・超⾼齢社会の本格的到来を踏まえ、「つくる・ふや

す」の考え⽅から「いかす・まもる」の考え⽅に軸⾜を移します。さらなる⼈⼝の減少が想定

されていますが、都市機能の集約を図り、限りある財源を効果的に投⼊すること等により、サ

ービスの質は維持し、暮らしの質が低下しないようなまちづくりを⽬指す必要があります。 

視点２ 市民・事業者が安心して生活・操業できる場の確保 

復興の取組を進めるためには、まずは市⺠が安⼼して⽣活でき、事業者が継続的に操業で

きる場を確保することが必要です。そのためには、再び同じ被害に遭わないためのまちづく

りが重要となります。 

視点３ 市民・事業者・行政の協働によるまちづくり 

復興まちづくりを着実に進めていくためには、まちづくりの担い⼿となる市⺠、事業者、

⾏政など様々な⽴場の⼈々が復興に向けて知恵を出し合い、⼒を合わせて進めていくことが

必要であり、それぞれが出し得る⼒を最⼤限発揮することが、迅速な復興につながります。 

 

都市計画マスタープランの基本理念 

富士山のふもと 

誰もが住みたい・住み続けたいと思えるまちづくり 

 

 

 

 

復興まちづくりの基本理念 

災害発生後も住み続けたいと思えるまちづくり 

 

上記を踏まえ、被災後も市⺠・事業者が市内にとどまり、
ともに復興を進めていくことが重要と考え、以下のとおり
基本理念を設定します。 
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■復興後のまちのイメージ 

「災害発⽣後も住み続けたいと思えるまち」とは、再び同じ被害に遭わないよう、災害に

強く、住む場所や働く場所が確保され、市⺠が安⼼して⽣活できるまちです。 

本市では、「第４次地震被害想定」の被害が発⽣した場合においても、将来のまちの⾻格

形成に⼤きな影響を与えることはないため、復興まちづくりで⽬指す将来都市構造は、上位

計画である「都市計画マスタープラン」の将来都市構造（P13）を踏襲することとします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※想定を大幅に超える被害が発生した場合には、拠点等の再配置について検討します。 

都市基盤が整った地域の復興イメージ 都市基盤が整っていない地域の復興イメージ 

住宅地の場合 

住⼯混在地域の場合駅周辺地域の場合 
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 ５  復興まちづくりの目標及び基本方針 

復興まちづくりを計画的に進め

ていくため、「市街地の復興」、「住

環境の復興」、「産業の復興」、「復

興の体制等」の 4 つの課題から、

基本理念の実現に向けた⽬標及び

⽬標達成のための基本⽅針を定め

ます。 
 

（１）市街地の復興 

■市街地の復興に係る目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

■目標達成のための基本方針 

方針１ 災害に強い市街地整備 

建物の密集や狭⼩な道路の解消を推進するとともに、地区計画等のまちづくりルールの

導⼊により垣や柵の構造を制限するなど、ハード・ソフトの両⾯から災害に強い市街地の

整備を推進します。 

方針２ 段階的な市街地復興 

被災した市街地の整備には多⼤な時間や財源が必要となることから、市⺠の意向や社会

経済情勢に応じ、本格復興を⾒据えた仮設住宅や仮設事業所の配置や⽴地場所に配慮する

など、段階的な市街地の復興を推進します。 

方針３ まちの骨格となる都市計画道路の整備 

安全で安⼼して快適に移動できるよう、都市計画道路の整備を推進するとともに、被災

状況や社会経済情勢に応じて、道路網（ルート・幅員等）の再編を検討します。 

災害に強い、安全・安心な市街地の早期形成 

被害の特性や現状における都市基盤整備状況、都市計画マスタープランにおける各地

域の位置付けを踏まえながら、地域の状況に応じた市街地整備により、災害に強い、安

全・安⼼な市街地の早期形成を実現します。 

基本理念
災害発⽣後も住み続けたいと思えるまちづくり 

⽬標 ⽬標 ⽬標 ⽬標 

基本
⽅針

基本
⽅針

基本
⽅針

基本 
⽅針 

復興まちづくりの
根幹的な考え⽅

4 つの課題を踏ま
え、基本理念の実現
に向けた分野ごと
の⽬標 

分野ごとの⽬標を
達成するための基
本的な⽅針

市街地 住環境 産業 体制等 
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方針４ 復興地区区分に応じた市街地整備 

集約・連携型のまちづくりを展開するため、都市計画マスタープランにおける地域の位

置付けや発災後の被害状況等から復興地区区分を設定し、市街地特性等に応じた整備を推

進します。 

 

市街地の復興で想定される主な取組 

●災害に強い市街地整備 

震災復興再開発事業 
延焼遮断帯となる道路・公園等の整備 
まちづくりルールの導⼊によるブロック塀設置の制限  など 

●段階的な市街地復興 

建築制限地域の指定 
仮設住宅・仮設店舗等の整備  など 

●まちの骨格となる都市計画道路の整備 
緊急輸送路となる都市計画道路の整備 
都市計画道路網の再編  など 

●復興地区区分に応じた市街地整備 
復興地区区分の設定に基づく事業の推進 
地区計画制度によるまち並み誘導  など 

 
 

■復興地区区分について 

復興地区区分の必要性 

地域の実情に沿った市街地整備の推進 

市街地の特性や被害状況は地域によって異なるため、画⼀的に市街地整備を進めるこ

とは、地域の実情や市⺠意向に沿わない復興となる恐れがあります。 

市街地の早期整備の推進 

市街地整備には多⼤な時間と財源が必要となりますが、市街地の特性や被害状況に応

じて復興地区区分を設定することにより、時間と財源を必要な地域に適切に配分でき、

市街地の早期整備の推進につながります。 
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復興地区区分の考え方 

まちづくりの主体性や手法が異なる 3つの復興地区区分 

⾏政が主体となり、被災した全ての地域の復興まちづくりを画⼀的に推進することは

不可能です。そのため、市街地の特性や発災後に明らかとなる被害状況に応じてまちづ

くりの主体性や整備⼿法の異なる３つの復興地区区分を以下のとおり設定します。 

 復興重点地区  

都市機能の集約を⽬指す地区の中で主に⼤きな被害を受けた地区等で、様々な都市
活動や⽣活を担う市街地として、まちなか居住等の促進につながる弾⼒的な市街地開
発事業の実施を検討するなど、⾏政が積極的に地域住⺠に働きかけて復興を推進する
地区 

 復興推進地区  

都市機能の集約を⽬指す地区の中で主に相当規模の被害を受けた地区及び、その他
の市街化区域内において⼤きな被害を受けた地区等で、都市基盤の整備を図るととも
に、まちづくりルール等を導⼊し、住⺠発意により復興を推進する地区 

 復興促進地区  

市街化区域内で被害が散在した地区及び市街化調整区域内で⼤きな被害を受けた地
区等で、都市基盤の改善を図るとともに、まちづくりルールの導⼊など、住⺠・事業
者主体による復興を促進する地区 

復興地区区分に当てはまらない地域は個別再建を支援 

被害の規模が⼩さいなど、復興地区区分に当てはまらない地域も、都市基盤の復旧と
併せて住⺠や事業者への個別再建⽀援を⾏い、復興を促進します。 

 
復興地区区分の設定イメージ              

都市計画マスタープランの将来都市構造（将来のまちの⾻格図）におけるエリア及び拠

点の位置付けや実際の被害状況から市街地復興に係る⾏政の関与について評価し、復興地

区区分を設定します。 

●エリアによる評価 

 

 

 

 

 

 

富士市役所

JR富士駅 

JR 新富士駅 
JR 吉原駅

⼟地利⽤の最も基本的な考え⽅であるエリ
アの位置付けから、市街地復興に係る⾏政の関
与について、以下のとおり評価します。 

エ リ ア 評価
都市活動のエリア ⾼
共⽣（市街化）のエリア  
共⽣（調整）のエリア  
保全と共⽣のエリア 低
保全のエリア 評価外

凡例 
都市活動のエリア 

共生（市街化）のエリア

共生（調整）のエリア 

保全と共生のエリア 

保全のエリア 
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●拠点による評価 

 

 

 

 

 

 

 

     拠点は、都市機能等を集約する地域のため、市街地復興に係る⾏政の関与について
の評価は全て⾼くなりますが、特に「都市⽣活・交流拠点」については、本市の「集
約・連携型のまちづくり」の構築に向けて極めて重要であるため、他の拠点よりも評
価が⾼くなります。 
 
●復興地区区分の設定 

エリアによる評価及び拠点による評価に実際の被害状況等を重ね合わせて、復興地
区区分を設定します。 

 
 
 
 
 
 
 

＜参考＞復興地区区分を例えると…   

『病気やケガ』に例えると、それぞれ以下のように⾔い換えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 復興重点地区  

弾⼒的な市街地開発事業
等により市街地整備を推
進する 
 
外科⼿術を⾏い、健康な状
態に回復させる 
 

 復興推進地区  

道路整備やまちづくりル
ール等により総合的な市
街地整備を推進する 
 
⼊院治療により、健康な状
態に回復させる 
 
 

 復興促進地区  

まちづくりルール等によ
り街並みや住環境等の改
善を図る 
 
健康指導や⽣活改善によ
り健康な状態に回復させ
る 

重ね合わせ

富士市役所 

JR 富士駅 

JR 新富士駅 
JR 吉原駅 

都市機能を適切な箇所へ集約配置する考え
⽅を⽰した拠点の位置付けから、市街地復興
に係る⾏政の関与について、以下のとおり評
価します。 

拠  点 評 価
都市⽣活・交流拠点 ⾮常に⾼い
まちなか（拠点を除く） ⾼
地域⽣活拠点 ⾼
産業拠点 ⾼

凡例 
都市生活・交流拠点 

まちなか 

地域生活拠点 

産業拠点 

復興地区区分 評 価

復興重点地区 

 復興推進地区 

復興促進地区 

⾼

低エリアによる評価 

拠点による評価 

実際の被害状況等 
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（２）住環境の復興 

■住環境の復興に係る目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目標達成のための基本方針 

方針１ 地域コミュニティに配慮した仮設住宅・復興公営住宅の整備 

避難所⽣活から仮設住宅や復興公営住宅等へ移⾏する際には、被災者が安⼼して暮らせ

るよう、現在の地域コミュニティの継続に配慮して、仮設住宅及び復興公営住宅の整備や

借上げによる住宅を確保するとともに、⼀定のコミュニティ単位が継続して⼊居できる仕

組みを取り⼊れます。 

方針２ 住宅再建支援の充実 

住宅の建替えや修理等に関する相談窓⼝等を設置するとともに、被害状況に応じた住宅

再建⽀援を推進します。 

方針３ ライフラインの早期確保 

電気、⽔道、ガス、通信等の各事業者と連携し、ライフラインの早期確保に努めるとと

もに、設備の防災対策の強化を図ります。 

方針４ 医療・保健・福祉機能の維持及び教育機能の早期回復 

被災した医療・保健・福祉事業者の⽀援策を検討するとともに、避難所や仮設住宅等に

おける巡回健康相談等の推進など、医療・保健・福祉サービスの質の維持に努めます。 

また、発災後の教育活動を早期に再開するため、児童・⽣徒が安⼼して学べる場の確保

を図り、関係機関との連携により教育の質を維持できるよう努めます。 

方針５ 生活道路や公共交通の機能回復 

都市計画道路網の整備と併せた⽣活道路の機能回復を⾏うとともに、地域内・地域間の

移動⼿段確保のため、事業者等と連携し、公共交通機能の早期回復を図ります。 

地域のつながりに配慮した住まいの確保等、 

良好な住環境の形成 

被災者の安定した暮らしを早期に取り戻せるよう、被災前からの地域のつながりに配

慮した居住の場を確保するとともに、⽇常⽣活を送る上で⽋かせないライフラインや医

療・福祉・教育機能等の早期確保を図り、良好な住環境の形成を実現します。 
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住環境の復興で想定される主な取組 

●地域コミュニティに配慮した仮設住宅・復興公営住宅の整備 

障がいのある⼈や⾼齢者等に配慮した仮設住宅・復興公営住宅の整備 
集会所や広場を併設した仮設住宅・復興公営住宅の整備 
仮設住宅等が不⾜する地域等の⺠間賃貸住宅の借上げと供給 
既存の地域コミュニティを尊重した⼊居⽅式の導⼊  など 

●住宅再建支援の充実 

住宅再建のための相談会の実施 
住宅再建⽀援⾦の給付 
住宅の新築・建替え・修理等の融資に対する利⼦補給 
効率的ながれきの撤去  など 

●ライフラインの早期確保 
ライフライン被災状況の把握と市⺠への情報提供 
上下⽔道設備の耐震化 
液状化対策の実施 
早期確保に向けたライフライン事業者との調整  など 

●医療・保健・福祉機能の維持及び教育機能の早期回復 
巡回健康相談の実施 
⾼齢者や障がいのある⼈への外出⽀援 
被災児童への個別カウンセリングの実施及び教育復興加配教員の配置  など 

●生活道路や公共交通の機能回復 
⽣活道路の機能回復 
官⺠協働による地域公共交通の再構築  など 
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（３）産業の復興 

■産業の復興に係る目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目標達成のための基本方針 

方針１ 産業拠点機能の早期回復 

産業拠点では、産業基盤となる道路やライフラインの整備を推進し、産業拠点としての

機能の早期回復に努めます。 

方針２ 工場等における事業継続の促進 

⼯場、事業所等においては、損壊した設備の早期復旧や⼯場等の再建のために、国及び

県等との連携を含め、事業者の実情を踏まえた⽀援策を検討します。 

方針３ 商業活動の継続性の確保 

市⺠が⽣活必需品を確保できる環境を形成するため、商業者等と連携を図り、仮設店舗

等の商業活動を⾏う場づくりなど、発災後も商業活動が維持できる環境整備を推進します。 

方針４ 農林漁業等の早期再建 

被災した農道や林道、漁港等の整備を進め、早期の回復を図ります。その他、農業等従

事者の意向を踏まえ、必要な⽀援策を検討・実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者の事業継続及び産業活動の早期再開 

事業⽤地や流通ルートとなる都市基盤施設の復旧と併せて、第⼀次産業から第三次産

業までの事業者の操業再開に向けた⽀援制度の構築を図り、事業者の事業継続及び産業

活動の早期再開を実現します。 
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 仮設商店街の様子  

 

 

 

 

 

 

 
（神⼾市） （⼥川町）

 

産業の復興で想定される主な取組 

●産業拠点機能の早期回復 

産業基盤（道路・ライフライン等）の整備  など 

●工場等における事業継続の促進 

共同仮設⼯場・仮設事業所の⽤地の確保及び建設の⽀援 
災害特別融資制度等による⾦融⽀援 
合同就職相談会等の実施による雇⽤の確保  など 

●商業活動の継続性の確保 
仮設商店街の⽤地の確保及び建設の⽀援 
災害特別融資制度等による⾦融⽀援 
来街者のための仮設駐⾞場・公共交通の整備  など 

●農林漁業等の早期再建 
農道・林道・漁港・市場の整備 
災害特別融資制度等による⾦融⽀援 
農地等における堆積物の除去及び液状化対策の実施 
農産物・⽔産物のブランド化と販売促進  など 
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（４）復興の体制等 

■復興の体制等に係る目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目標達成のための基本方針 

方針１ 協働による復興計画の策定及びきめ細かな情報発信 

発災後は、本計画の考え⽅を踏まえながら、市⺠や事業者との協働による復興計画を早

期に策定するとともに、復興計画に基づく復興事業計画の策定や復興事業の実施等、各段

階においてきめ細かく情報発信・意向把握等に努めます。 

方針２ 人材確保及び復興まちづくり組織の設置促進 

他⾃治体への⽀援要請を含めて⾏政職員の確保を図るとともに、専⾨分野を検討するた

めのコンサルタントや有識者等の⼈材確保に努めます。 

また、市⺠・事業者・⾏政が協働で復興を進める上で様々な議論、調整を⾏う場として、

復興まちづくり協議会等の設置を促進します。 

方針３ 復興の進め方及び役割の明確化 

復興までの全体像や段階ごとの取組の進め⽅、市⺠・事業者・⾏政が担う役割を明確に

し、関係者間で共有します。 

方針４ 行政内及び行政間の連携強化 

復興まちづくりにおいて司令塔としての役割を果たす⾏政においては、様々な復興の取

組を円滑に進められるよう庁内体制を構築するとともに、国や県、周辺市町との連携強化

を図ります。 

市民・事業者・行政の協働による 

復興まちづくり体制の構築 

復興に対する市⺠や事業者の不安を解消し、関係者の合意形成に基づく復興まちづく

りを円滑に進めていくため、関係者相互の情報共有を図りながら、市⺠や事業者の意向

を反映した計画づくりや取組を実践できる体制を構築します。 
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復興の体制等で想定される主な取組 

●協働による復興計画の策定及びきめ細かな情報発信 

復興計画策定に係る市⺠懇話会の設置 
復興計画策定に係る住⺠説明会の実施及び広報紙の発⾏ 
住⺠意向調査・事業所アンケート調査の実施  など 

●人材確保及び復興まちづくり組織の設置促進 

復興まちづくり組織の設置 
復興まちづくりコーディネーターの派遣 
復興まちづくりのリーダーとなる⼈材の育成 
復興まちづくりの有識者やＮＰＯ等の中間⽀援組織との連携  など 

●復興の進め方及び役割の明確化 
復興プロセスの周知のためのチラシ等の配布 
各復興段階における住⺠説明会等の実施 
復興業務等に関する相談窓⼝の設置  など 

●行政内及び行政間の連携強化 
震災復興本部の設置 
国・県職員等の派遣要請  など 

 

 

 

   地域の復興まちづくりについて  

   本編では、本市全体に係る復興まちづくりの⽅針等

を⽰していますが、復興まちづくりを迅速かつ着実に

進めていくためには、本編を踏まえ、被害状況や地域

特性に応じ、各地域の復興まちづくりの⽬標や⽅針等

が必要となります。 

   地域の復興まちづくりの推進には、地域住⺠の参画 

  が不可⽋であり、復興まちづくり訓練（P59）等を通 

じて、市⺠・事業者・⾏政、更には専⾨家等の連携が必要となります。 

 

富士駅北口周辺地区復興まちづくり訓練 
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 家庭・地域での災害への備え  

（１）防災マップの確認 
本市では、静岡県第４次地震被害想定を踏まえ、平

成 26 年 3 ⽉に防災マップを新たに作成・配布してい
ます。防災マップには、様々な災害の危険場所や避難
場所の掲載のほか、住まいの安全対策や備蓄品リス
ト、災害図上訓練（DIG）の実施⽅法などを掲載して
います。 

配布場所 
富⼠市消防防災庁舎３階 防災危機管理課 

 
 

 
 
 

（２）災害図上訓練（DIG） 
DIG とは、Disaster(災害) Imagination(想像) G ame の略で、地域の情報を洗い出すと

ともに、発災時の⾏動をイメージし、発災時の地域の強み・弱みの把握するための図上訓練
です。災害に弱い点に対して、家庭や地域でできること等について話し合います。 

（防災マップ P.21-24 参照） 
 


